
目標３
所定労働時間の短縮措置を現在の「子が3歳に達す
るまで」から「子が小学校就学前まで」に延長する。

平成29年6月に、育児のための短時間勤務の利用範
囲を「小学校就学の始期に達するまで」に拡大した。

目標２
男性の育児休業取得を促進する。

男性の育児休業取得者へアンケートを実施し、利用
の現状を調査した。また、実際に育児休業を取得した
男性社員の取得しての感想を社内報に掲載し、男性
社員へ育児休業の取得を促した。
その結果、計画期間内に男性社員12名が育児休業
を取得した。

職場面談で、上司と部下の効果的なコミュニケーショ
ンが行えるよう「面談事前確認シート」を作成し、社内
のイントラネットにて、利用の目的と利用について周
知した。

目標１
上司が、子育てなど仕事以外で様々な事情を抱える
社員の個人的な事情に対して理解を深め、社員の
仕事に対する意識と向き合い業務を推進する体制を
整備する。（ワーク・ライフ・バランスの観点）

◇　大電株式会社

所在地：久留米市南2丁目15番1号　　業種：製造業　　　　　　労働者数：４３８ 人

行動計画の概要 取組状況の概要

計画期間

平成 ２７年　４月　１日～平成 ３０年  ３月３１日


